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新型コロナ対策含め抜本的な体制強化を
出勤者８割削減の総括と今後の働き方改革へ反映を
特勤手当の支給、新採者の支援、人事評価制度の課題

自治労県職は６月３日、夏季要求書を

提出しました。新型コロナ対策で職場は

過去に経験の無い事態に直面しています

が、第二波など今後の対応が重要になっ

ています。これらの課題や盆休暇の設定、

冷房運転、新採者の支援、人事評価制度

等の項目で要求書を提出しました。６月１５日に人事課長交渉を行

います。今回は、新型コロナ対応で役員中心の交渉としますが、意

見等がありましたら、本部または役員までお伝え下さい。

夏季交渉の日程
交 渉 日 交 渉 時 間 交 渉 場 所 集合時間/場所

６月１５日 13:30～14:15 県 庁 本 館 自治労県職書記局

（月） ３－ Ｂ 13:00集合

応できる人員体制等の強化、②保健所の人員・人材の確
保、③在宅勤務制度でのリモート環境の整備や手続き改
善、④マスク等が必要な職場への支給等を行うこと。
（４）感染症の拡大防止対策に続いて、雇用や経営の支
援等のため経済対策の本格的な展開が見込まれること
から、職員・組織が疲弊しないようにモチベーション
の維持と中長期の観点からの人材と体制の確保を進め
ること。

（５）人事評価制度については、新型コロナ対策に伴う
兼務業務の拡大、評価者研修の未実施等の実態を踏ま
えた運用の見直し等の対応を図ること。

３．年間総労働時間「１８００時間」を実現するため、年
次有給休暇の計画取得も含め、すべての職場において年
休の完全取得が実現できるよう、人的確保も含めた環境
整備を図ること。少なくとも「滋賀県特定事業主行動計
画」の目標値（年間平均取得日数１４日）を達成する具
体の措置を講じること。

４．「夏季休暇」（６日）は、夏季における心身の健康の維
持・増進、家庭生活の充実のためのものであり、すべて
の職員が完全に取得できるよう条件整備に努めること。
特に、交代制職場での代替職員の配置や、繁忙期にある
職場での取得期間の延長等の対応を図ること。

５．「盆休暇」については、８月１２日（水）から１４日
（金）までの設定とし土日を含め５日連続休暇とするこ
と。さらに１１日（火）も含めて９連続休暇となるよう
年休取得を奨励すること。盆休暇中の出勤については、
管理職が率先すること。

６．冷房運転については、新型コロナ対策で室内の換気を
しつつ、適正温度が確保されるよう弾力的に運用するこ
と。また運転期間、時間延長も含め実態に応じた対応を
図ること。

７．会計年度任用職員制度については、今年度より実施さ
れているが、これまでの交渉・協議で積み残し課題とな
っている事項（雇用期限の延長、賞与の支給月数の改善、
昇給等の給与水準の改善、私傷病休暇等の有給の特別休
暇の拡大など）を中心に誠意ある交渉協議に応じること。
また、福祉関係職場等の人材確保が困難な職場において、
日給制の導入や雇用の形態の変更等の弾力的な運用を図
ること。

８．今年度の新規採用職員においては、例年の初任者研修
が未実施のまま業務にあたっており、さらに緊急事態宣
言下で先輩からの助言等を含め、十分な育成環境が確保
されていない状況であることから、研修を含めた育成の
フォロー、相談等の継続的な配慮を図ること。

９．育児と介護の両立支援策を実効性のあるものとするた
め、育休や時短勤務等の取得環境の条件整備を図ること。
代替職員の配置については、正規職員による補充を基本
に確保すること。特に、専門職種の代替職員については、
当該職種による確保を含め抜本的な対策を講じること。

２０２０年度夏季要求書の内容
１．新型コロナウイルス感染症対策では、保健所や衛生
科学センター、健康医療福祉部、商工観光労働部等の
第一線機関においては過重労働が続いており、他部局
においても臨時支援金支給、宿泊療養施設の運営等で
本務の業務以外で人員を提供しているところである。
県民のセーフティーネットとしての県行政の真価が問
われているが、ここ数年は定数増があったものの、依
然として全国最低水準の職員数という実態は、有事の
際の対応に限界を露呈している。保健所の体制をはじ
め各職場における人員不足を早期に解消するため、年
度途中での人員補充とともに、来年度に向けても思い
切った増員・定数増を図ること。

２．新型コロナ対策では、既に３回の申し入れを行って
いるが、以下の重点事項を中心に積極的な対応を図る
こと。
（１）感染予防対策で「執務室内の勤務職員数８割削
減」を実施してきたが、この総括を行うとともに、
今後の働き方へ活かせる視点として「在宅勤務制度」
「サテライトオフ ｨス」「時差出勤制度」「会議開催
のあり方」等について、労働組合と十分な協議を行
い意見を取り入れること。

（２）感染者等の対応を行う医療機関や宿泊療養施設
をはじめ、保健所等での相談や調査、検体移送等の
従事者に対して、特殊勤務手当が早急に支給される
よう対応すること。その際、新型コロナの対応時点
に遡及して支給すること。

（３）第二波に向けた対策として、①ＰＣＲ検査に対

盆休8/12日(水)～14日(金)要求､11日含め９連休の奨励も
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「仕事への不安を感じる」が半数越え、研修等の要望も
～新採者対象の緊急アンケートを実施～

自治労県職は、新型コロナ等による職場状況の中で新採者の実状

や思いを把握するために「新規採用者緊急アンケ－ト」を実施しま

した。急な取り組みにも関わらず、配布した対象の４割を超える皆

さんから回答を頂きました。「仕事への不安がある」「実務的な研修

が必要」「職場を超えた交流をしてほしい」等の回答が多くを占めま

した。このアンケート結果を踏まえて、今後、関係機関へ課題の改

善など新採者への支援を行うように働きかけていきます。

Q1 皆さんが職員となり1か月が経過しましたが、次の項目につい

て、最も近いものを選択してください。

ア：仕事にやりがいを感じていますか。

イ：仕事の内容は自分にあっていますか。

ウ：仕事中に不安を感じますか。

「不安を感じる原因について」の回答は、次のとおり。

・仕事関係で不安を感じている職員は、半数以上あり、その大部分

は、「仕事内容がわからない」でした。また人間関係について、不

安を感じているとする回答も一定数ありました。

Q3 研修について

新規採用職員向け研修が未実施ですが、支障が生じていませんか。

「今後に向けて改善してほしいことはあるか（複数回答可）」の設

問に対して、「実務的な研修の実施（給与、財務、CAD、積算等シス

テム）」および「職場を超えた交流」について、改善を希望する意

見が半数以上ありました。また、相談窓口の設置を求める回答も一

定数ありました。

訃 報
自治労県職の初代執行委員長で現 OB・OG

会副会長の山村久兵衛氏（享年７３歳）にお

かれては、本年６月２日（火）午後１時30分に

逝去されました。３０年前、自治労県職結成時

の執行委員長として、当組合の創設にご尽力を

頂きました。創成期の組合を牽引して頂いたご

功績に感謝し、謹んで哀悼の意を表します。

自分らしく、活き活きと働きたい！

困ったら、不安を感じたら相談を
新採の皆さんも、旧採の皆さんも様々な局面で不安や悩みを抱

えることはあります。困った時には抱え込まないで。どんなこと

でも労働組合（自治労県職）に相談しましょう！

大津書記局（本部）０７７－５２８－４７９０

守山書記局（病院）０７７－５８３－４９０６


